
外見・音・においが変だ！

意味不明なメッセージがでて対処できない！

落下・水没・停電・焼損によりトラブルが発生！

重要なファイル・パーティションが消えてしまった！

ウイルスに感染してしまった！　……など

（　　　　　　 ）日本ソフト販売株式会社
データリカバリーセンター
〒430-0935 静岡県浜松市中区伝馬町312-32 浜松シティビル2階 recovery-info@nipponsoft.co.jp https://recovery.nipponsoft.co.jp/メール

電 話

ホームページ

※裏面の「パートナーシップ契約約款」をお読みいただき内容に同意
　のうえ、メールまたはFAXでご登録ください。

登録無料・年会費無料

ユーザーパートナー様の優遇特典

ご登録いただくと、下記の優遇特典付きで
データ復元サービスをご利用いただけます

優遇特典つきでデータを復元

◎無料でメディアの診断、お見積もりをいたします
◎登録者ご本人の家族・会社の方も特典を利用できます
◎ご希望によりデータセーフティの権威がセミナーを実施します

データリカバリー ユーザーパートナー登録データリカバリー ユーザーパートナー登録データリカバリー ユーザーパートナー登録

9時～12時 / 13時～17時0120-29-6929

『データリカバリー ユーザーパートナー』
も し も の と き の 安 心 登 録

データトラブルでお困りのときはこちらまでご相談ください

デジタルフォレンジックサービスのご案内

■万全の環境でデータを復元します

■このような症状のときはすぐにご相談ください

■幅広いメディアの復旧に対応します

電子証拠の調査・分析もおまかせください

『データ復元サービス』は突然の事故や誤って消去してしまったデータをプロの技術
で復元するサービスです。30年もの研究実績を持ち、その復元技術は「God's 
Hand（神の手）」と評されるフーシャン・ハビブザデ博士が世界トップレベルの高度な
技術でデータを復元。論理障害・物理障害を問わず、経験豊富なリカバリー専門家
が最新鋭の設備を完備した世界水準の環境でデータを復元します。

ハードディスク、SSD、ＣＤ-Ｒ/RW、 ＤＶＤ　Ｒ/RW 、 MO、FD、ＵＳＢメモリ、
メモリーカード各種、その他あらゆる記憶媒体に対応します。

電話での受付は、祝祭日を除く月～金曜日

データのトラブルに緊急対応！「データ復元サービス」データのトラブルに緊急対応！「データ復元サービス」

+－

◎「電子証拠の同一性維持・保全」のため、調査におけるすべての作業はセキュリティ万全の専用設備
　において厳選されたスタッフのみでおこないます。
◎日本は欧米に比べ、法令遵守の体制整備も、法の整備も遅いといわれています。弊社のデジタル・　
　フォレンジックサービスは「世界的ルール」ともいえる国際標準の米国NISTの規定に基づき実施します。

機器をお預かりし、電子証拠の科学的調査・分析をおこないます。
その結果を、開示の際に必要な書式の報告書にしてお渡しします。

財産が
貨幣ではなく
コンピュータにある

遺書に
暗号・パスワードが
かかって開けない

不法行為や隠蔽の
電子的証拠を
調査・分析したい

パスワードの解除、電子マネーや電子証券など財産の調査、情報漏洩や横領など電子的証拠の調査。



（目的） 第１条　本パートナーシップ契約は、物理的または論理的障害に陥ったユーザーパートナー（以下「甲」という）所有の記憶媒体から日本ソフト販売株式会社（以下「乙」という）がデータを復旧する業務（以下「データリカバリー業
務」という）における、甲乙相互間の信頼に基づく公正な取引関係を確立することを目的とする。　（業務の内容） 第２条　甲は、以下の各工程からなるデータリカバリー業務を乙に発注し、乙はこれを遂行する。　（１） 障害に関する相
談・問診・診断受付　（２） 診断申込用紙の送付　（３） 初期診断　（４） 診断結果報告　（５） 深刻な障害の際に必要となる部品の手配　（６） 見積もり報告　（７） 見積書及び注文書の送付　（８） 記憶媒体からのデータ復旧作業
　（９） 処理成果物の納品　（１０） 上記の遂行に必要な事務処理　２． 甲は、前項に掲げるデータリカバリー業務については、前項の工程（7）における乙からの見積書受理後、10日以内に乙に発注するものとし、それ以外のものについ
ては、スケジュール、内容、実施方法等の詳細について甲乙協議の上決定するものとする。　３． 甲または乙は、必要に応じてデータリカバリー業務の内容、実施方法の変更及び追加等を行うことができるものとする。この場合、甲乙協議
の上、業務の内容、実施方法、費用などを改めて決定するものとする。　（各工程の完了条件） 第３条　前条（1）乃至（9）に掲げるデータリカバリー業務の各工程は、以下に定める条件を満たすことにより次工程に推移し、以前の作業
段階に遡ることはできないものとする。但し、乙の責に帰すべき事由による場合はこの限りではない。　（１） 「障害に関する相談・問診・診断受付」の完了条件　乙が、電話またはこれに代わる方法により甲から障害の第一報を受け、甲に
対し問診及び連絡先確認の事務処理を実施し、それらが終了すること。　（２） 「診断申込用紙の送付」の完了条件　乙が、郵送またはこれに代わる方法により診断申込用紙及び前条の工程（1）における問診結果を甲に対し送付し、
受領確認を行うこと。　（３） 「初期診断」の完了条件　乙が、甲から送付された記憶媒体を調査し「障害の種類」「障害の度合い」「データ復旧可否」「部品の手配の必要性」の判断、データリカバリー業務に係る費用(以下「データリカ
バリー料金」という)の見積もり額を算出すること。　（４） 「診断結果報告」の完了条件　乙が、電話またはこれに代わる方法により甲に対し前条の工程（3）の結果報告及びデータリカバリー業務の発注意思確認を行うこと。前条の工程
（3）において、深刻な障害のため部品の手配が必要と診断された場合は、さらに部品発注の意思確認を行うこと。　（５） 「深刻な障害の際に必要となる部品の手配」の完了条件　前条の工程（4）における甲の意思に従い乙が部品を
購入した後、電話またはこれに代わる方法により甲に対しその旨を報告すること。　（６） 「見積もり報告」の完了条件　・ データ復旧可能な場合、乙が電話またはこれに代わる方法により甲に対しデータリカバリー料金見積もりを報告する
こと。　・ データ復旧不可能な場合、乙が電話またはこれに代わる方法により甲に対しその旨を報告すること。前条の工程（5）において、甲が乙に部品を発注した場合、甲に対して部品代及びその請求方法について説明すること。　・ 前
条の工程（3）の初期診断を乙が拒否した場合、甲に対してその理由及び記憶媒体の返却方法について説明すること。　（７） 「見積書及び注文書の送付」の完了条件　乙が、郵送またはこれに代わる方法により見積書及び注文書を
甲に対し送付し、受領確認を行うこと。　（８） 「記憶媒体からのデータ復旧作業」の完了条件　甲からの注文書受理後、乙が処理成果物の格納された納品用記憶媒体を作成し、電話またはこれに代わる方法により甲に対し作業完了
報告及び納品方法の最終確認を行うこと。　（９） 「処理成果物の納品」の完了条件　乙が、前条の工程（8）で確認した納品方法により甲に対し処理成果物を発送し、第12条第1項の条件に該当する場合は、同項で定める処理成果
物の無償補修を実施すること。　（料金及び支払方法） 第４条　甲は、データリカバリー料金を乙に支払うものとし、その金額については、注文毎の見積書で定めるものとする。　２． 前項のデータリカバリー料金は、毎月末締め切り翌月
末支払とし、甲は、乙が別途指定する口座に振り込んで支払うものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。支払期日が乙の指定する金融機関の休業日にあたる場合、当該金融機関の翌営業日を支払期日とする。　３． 乙
は、パートナーシップ申込者に対し提示するパートナーシップ契約約款の内容を、合理的な理由に基づき将来予告なく変更・改良・更新または削除することができるものとする。乙は、最新のパートナーシップ契約約款の内容を、乙のウェブ
サイトにて通知するものとする。　（注意義務） 第５条　乙は、甲と緊密に連絡をとり、善良なる管理者の注意をもってデータリカバリー業務を遂行するものとする。　（委託） 第６条　乙は、業務の全部または一部を自社の責任において第
三者に委託できるものとする。　（報告義務） 第７条　乙は、第2条（4）診断結果報告、（5）深刻な障害の際に必要となる部品の手配、（6）見積もり報告、（7）見積書及び注文書の送付、（9）処理成果物の納品の各 に々ついて、甲に対し
状況報告の義務を要するものとする。上記以外の工程についても、乙は甲に対し十分な状況説明を行い、甲の意思を尊重した上で実施するものとする。　（記憶媒体の貸与・保管・返却・廃棄） 第８条　甲は、物理的あるいは論理的障
害に陥った甲所有の記憶媒体を乙に貸与するものとする。　２． 乙は、甲より貸与された記憶媒体を善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本契約に基づく業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。　３． 乙は、甲より貸与され
た記憶媒体を本契約に基づく業務の遂行以外の目的に複写・複製・分解等を行わないものとする。　４． 乙は、甲より貸与された記憶媒体について、甲の指示により返却または破棄するものとする。返却の際の費用は甲の負担とし、破棄
の際の費用は乙の負担とする。　（資料等の貸与・保管・返却・廃棄） 第９条　甲は、業務の遂行上必要な資料等(以下「資料等」という)を乙に貸与し、また、業務の遂行上必要な情報を文書またはこれに代わる方法にて告知するものと
する。　２． 乙は、甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し、本契約に基づく業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。　３． 乙は、甲より貸与された資料等を本契約に基づく業務の遂行以外の目的に複
写・複製・編集等を行わないものとする。　４． 乙は、甲より貸与された資料等について、甲の指示により返却または破棄するものとする。但し、その際の費用は甲の負担とする。　（秘密保持） 第１０条　甲及び乙は本契約に際して、または
本契約に基づく業務の遂行上知り得た相手方の技術上、営業上、個人情報及びその他の秘密情報の秘密を遵守するものとし、本契約有効期間中のみならず、本契約終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩
しないものとする。　（事故処理） 第１１条　本契約に基づく業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に対し連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。　（瑕疵及び損害賠
償） 第１２条　処理成果物の発送日から5日間において当該成果物に乙の責に帰すべき事由による隠れた瑕疵が発見された場合には、甲は直ちに電話またはこれに代わる方法により乙に通知するものとし、乙は甲乙協議の上決定した
期日までに無償でこれの解決処理にあたるものとする。上記の隠れた瑕疵とは、業務の遂行中、乙が通常の注意を払っても発見できない瑕疵をいう。　２. データリカバリー業務の処理成果物は、障害の度合いに依存し量的及び質的に
激変する特性を持つ。乙は誠意をもってデータリカバリー業務を遂行するが、処理成果物の有用性、品質については一切の保証を行わないものとし、甲はそれを承諾するものとする。　３． 第2条の工程(1)の問診時において甲が乙に明示
しなかったデータ及び処理成果物の発送日から5日間を経過した後に発見された当該成果物の不具合に関して乙は一切責任を負わないものとし、甲はそれを承諾するものとする。　４． 甲が、身体の障害や生命の損失のような重大な事
態を引き起こすことが合理的に予想される用途やシステムにおいて処理成果物を使用した結果、甲または第三者に対して直接または間接的に損害賠償や請求が生じたとしても、乙は一切責任を負わないものとする。また、機器や媒体の
輸送中の事故が原因の損害に対しても、乙は一切の責任を負わないものとする。　５． 第1項以外の場合であっても、本契約の履行に関し甲または乙が重大な損害を被った場合は、直接かつ現実に被った通常損害の範囲内において
損害賠償を相手方に請求できるものとする。上記の直接損害とは、社会通念上、債務不履行から生じると考えられる損害をいう。　６． 本条に基づく損害賠償の額は、本契約に基づくデータリカバリー料金の金額を超えない範囲で、甲乙
協議の上決定するものとする。　（債権譲渡の禁止） 第１３条　乙は、本契約に基づく業務の遂行の結果甲に対して生じたデータリカバリー料金請求権、本契約に関して甲に対して生じた債権の質入れ等、第三者への譲渡行為及び
それに類する行為は一切できないものとする。　（不可抗力） 第１４条　天災事変、火災、盗難、戦争、テロ、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は、
甲及び乙は共にその責を負わないものとする。　（解約） 第１５条　甲及び乙は、本契約期間中であっても、3ヶ月の予告期間をもって文書またはこれに代わる方法により本契約を解除することができるものとする。解除の予告時点で乙が
1件以上のデータリカバリー業務を遂行中である場合、当該業務全件全工程の完了をもって解約成立とする。　２． 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はいつでも前項の方法による予告なしにこ
の契約を解約することができるものとする。　（１） 個々の債務のひとつについて期限に支払わなかったとき　（２） 手形または小切手につき１回でも不渡りを発生させたとき　（３） 破産・民事再生・会社更生・会社整理の申立てがなされた
とき　（４） 前号のほか、合併・営業譲渡等重大な組織変更があったとき　３． 第1項の規定にかかわらず、乙は、甲が悪意ある初期診断申込を行った場合、また悪意ある初期診断申込であると合理的に判断できる(データ復旧が不可能
である記憶媒体の初期診断を作為的に連続で申し込む等)場合、第1項の方法による予告なしにこの契約を解約できるものとする。　４． 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、相手方が故意にこの契約(データリカバリー料金規定等
を含む)に違反した場合、第1項の方法による予告なしにこの契約を解約することができるものとする。　５． 契約の解約は、将来に向かってのみ効力を生じるものとする。　（債務の履行地） 第１６条　本契約における甲の乙に対する債
務の履行地は、乙の本社所在地または乙の指定する場所とする。　（管轄裁判所） 第１７条　本契約に基づく訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。　（契約期間） 第１８条　本契約の有効期間は、
乙がユーザーパートナー申込書を受理した日から1年間とする。但し、期間満了の日から3ヶ月前までに甲乙いずれから何ら申し出のない場合は、同一条件をもってさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。　（協議事項） 第１９
条　本契約に定めのない事項及び本契約各条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙互いに信義・誠実の原則に従い、協議・決定するものとする。

パートナーシップ契約約款
平成18年8月31日作成　日本ソフト販売株式会社

御社ではパソコンを何台保有していますか？
A. 1～100台　　B. 100～500台　　C. 500～1000台　　D. 1000台以上

現在、社内で情報システムの業務を担当していますか？
A. はい　　B. いいえ　　※Bの方 ： 何を担当していますか？（　　　　　　　　　　　　　）

印

S80208-29

会社名

部署名・役職

お申し込み年月日 年　　　　　　月　　　　　　日

TEL

住 所

アンケートにご協力ください （○で囲んでください）

E-mail

FAX

氏 名
（担当者名）

（ 市外局番　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　ー

（ 市外局番　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　ー

フリガナ

フリガナ

※
※

※

※

※

下記の個人情報の取り扱いをご確認のうえ、ご登録ください。
◇ご登録いただいた個人情報は、以下の目的の範囲内にて利用します。 1.お客様本人への製品納入およびサービス・サポート実施 
2.新商品、キャンペーンご案内や各種サービス情報の提供 3.お問い合わせに関する回答およびご連絡等 ◇第三者への提供は、
ご本人の同意がある場合または法令に基づく場合を除きいたしません。 ◇個人情報の全部または一部を委託することがあります。 
◇ご本人からの請求により開示等（利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び第三者への提供
の停止）に応じます。開示等および苦情、相談等は下記の「お問い合わせ窓口」までお願いします。 ◇個人情報の提供は任意です
が、記入漏れ等がありますと回答ができない場合があります。 ◇個人情報保護管理者:常務取締役 連絡先は下記のお問い合わせ
窓口となります。 ◇お問い合わせ窓口:日本ソフト販売株式会社 情報セキュリティ委員会 E-Mail:info@nipponsoft.co.jp

【個人情報取扱について】

FAX:053-459-2001
この用紙をそのままFAXでお送りください

媒体番号（弊社記入欄）

※ご協力ありがとうございました。

メール ： recovery-reg@nipponsoft.co.jp FAX ： 053-459-2001
※印のついたものは必須項目です。（E-mailアドレスは、お持ちの方のみ記入） 付記【個人情報取扱について】をご一読いただき、同意のうえ、ご登録ください。

データリカバリーユーザーパートナー登録書データリカバリーユーザーパートナー登録書

【登録方法】 必要事項をご記入のうえ、メールで送信、またはプリントしてFAXで送信ください。

本紙は控えになりますので
なくさないよう保管ください


